
障害者自立支援法について障害者自立支援法について



障害福祉サービス利用手続き障害福祉サービス利用手続きQQ＆Ａ＆Ａ

○利用申請はどこに？

居住地の市町村に申請します。

＊別紙参照

○居住地がないか不明の場合は？

現住地になります。



障害福祉サービス利用手続き障害福祉サービス利用手続きQQ＆Ａ＆Ａ

○申請する時は何が必要なの？

①サービスの申し込み申請書

②世帯状況・収入・資産等申告書

③同意書（②に関するもの）

④保険証

⑤印鑑

⑥貯金通帳や年金が振り込まれている通
帳のコピーなど



障害福祉サービス利用手続き障害福祉サービス利用手続きQQ＆Ａ＆Ａ

○申請から支給決定までに何をするの？

サービスの必要性を判断するために、
障害認定区分を判定したり、サービス
の利用意向を聞いたり、評価されます。

＊別紙参照



障害福祉サービス利用手続き障害福祉サービス利用手続きQQ＆Ａ＆Ａ

○認定区分審査って何をするの？

障害認定区分の調査員が、訪問調査を
行います。

（共通の１０６項目に関する調査）

また家族状況や現在利用しているサー
ビスなどを聞き取る、概況調査も行い
ます。

＊別紙参照



障害福祉サービス利用手続き障害福祉サービス利用手続きQQ＆Ａ＆Ａ

○給付は何を基準に決定するの？

☆介護給付の場合

訪問調査の調査結果・主治医意見書を基に
市町村審査会により判定されます。

☆訓練等給付の場合

訪問調査の後、本人の希望・サービスが適
切かどうか判断した後決定します。



当法人関連サービス当法人関連サービス::訓練等給付訓練等給付

○共同生活援助（グループホーム）

就労し又は就労継続支援等の日中活動を利
用している知的障害者・精神障害者であっ
て、地域において自立した日常生活を営む
上で、相談等の日常生活援助が必要なもの
に対して、

（1）家事等の日常生活支援

（2）日常生活における相談支援、日中活
動に係る事業所等の関係機関との連絡調整

を目的とした支援



当法人関連サービス：介護給付当法人関連サービス：介護給付
○共同生活介護（ケアホーム）

生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用し
ている知的障害者・精神障害者であって、地域
において自立した日常生活を営む上で、食事や
入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とし、
障害認定区分2以上であるものに対して、

（1）家事等の日常生活支援

（2）食事・入浴・排泄等の介護

（3）日常生活における相談支援、日中活動に
係る事業所等の関係機関との連絡調整

を目的とした支援



当法人関連サービス：介護給付当法人関連サービス：介護給付

○居宅介護（ホームヘルプ）

障害認定区分1 （要支援程度）以上の障
害者が、自宅で入浴・排泄・食事の介護
等、サービス利用の実態に合わせた支援
を目的。



5.4%34.2%39.4%15.1%5.0%1.0%0.0%100.0%

32204235903060597精神障害者

2.4%17.7%22.4%16.5%18.5%10.8%11.6%100.0%

14105133981106469593知的障害者

3.2%17.5%18.3%11.7%9.5%11.5%28.3%100.0%

19105110705769170600身体障害者

3.6%23.1%26.7%14.4%11.0%7.8%13.4%100.0%

654144782581971392391790全障害者
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要介護
３

要介護
４

要介護
５計

区分1区分2区分3区分4区分5区分6判定結果

33.2%38.7%26.6%1.5%0.0%0.0%0.0%100.0%

1982311599000597精神障害者

11.3%23.4%28.2%15.3%9.6%5.2%6.9%100.0%

6713916791573141593知的障害者

12.7%12.5%21.7%7.8%9.8%13.0%22.5%100.0%

7675130475978135600身体障害者

19.1%24.9%25.5%8.2%6.5%6.1%9.8%100.0%

3414454561471161091761790全障害者
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（参考）一次判定結果




